
 

 

（様式－１ 表紙） 

 

 

 １ 調査名称：周南市都市計画道路網見直し調査 

 

 

 ２ 調査主体：周南市 

 

 ３ 調査圏域：周南都市圏 

        （周南都市計画区域及び周南東都市計画区域のうち周南市の区域） 

 

 ４ 調査期間：平成２４年度 

 

 ５ 調 査 費：５，５６５千円（当年度までの合計：５，５６５千円） 

        （総合都市交通体系調査） 

 

 ６ 調査概要： 

 

 平成１５年４月に合併により誕生した本市においては、６７路線、延長約１１７ｋ

ｍの都市計画道路を決定しており、これまで街路事業や土地区画整理事業の実施によ

りその整備を図ってきた。 

 本市における都市計画道路（幹線街路）の整備率は、平成２４年３月末で約７３％

であり、約２３ｋｍの幹線街路が未着手の状態となっている。 

 また、計画決定から３０年以上を経過したものの、事業着手に至っていない「長期

未着手」の幹線街路が約１７ｋｍ存在し、計画路線やその周辺において都市計画制限

の長期化や、土地利用の支障となるなどの課題が生じている。 

 このような長期未着手の都市計画道路については、計画決定から長期間が経過した

ことにより、社会経済情勢等の変化からその必要性に変化が生じていることも予測さ

れるとともに、土地利用の現状等から事業実施が困難と思われる路線も存在する。 

 このことから、平成１８年３月に山口県が策定した「都市計画道路の見直し基本方

針」に基づき、長期未着手の幹線街路を対象として、将来交通量予測等の調査や、必

要性の検証、見直し方向性の検討を行い、都市計画道路の見直し方針の素案を取りま

とめ、本市において真に必要な都市計画道路網の形成を図るものである。 

 

  



 

 

（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：周南市都市計画道路網見直し調査 

 

 ２ 報告書目次 

 

  １．業務概要 

 

  ２．既存調査等の把握整理 

   ２－１ 周南市の都市計画道路の現状について 

   ２－２ 上位関連計画等の整理 

   ２－３ 道路網検討にあたっての配慮事項 

 

  ３．都市計画道路網の課題整理 

   ３－１ 都市計画道路の課題と見直しの必要性 

   ３－２ 都市計画道路網の課題整理 

 

  ４．見直し対象路線（区間）の課題整理 

   ４－１ 都市計画道路の見直し手法 

   ４－２ 見直し対象路線の選定 

   ４－３ 見直し対象路線（区間）の課題整理 

 

  ５．評価項目・評価基準の検討 

   ５－１ 項目、基準検討に向けての条件整理 

   ５－２ 必要性の評価・検証の考え方 

 

  ６．見直し対象路線（区間）の必要性の評価 

 

  ７．見直しの方向性検討 

 

  ８．将来交通量推計 

   ８－１ 業務の前提とフロー 

   ８－２ 交通量配分データの作成 

   ８－３ 将来交通量推計 

 

  ９．見直し方針の検証 



 

 

（様式－２ｂ 調査概要） 

 

 

 ３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 委員会名簿 

 

周南市都市計画審議会 都市計画道路見直し特別委員会 委員名簿 

区 分 氏 名 役 職 等 

委員長 目
め

 山
やま

 直
なお

 樹
き

 
周南市都市計画審議会委員 

徳山工業高等専門学校准教授 

委員長 

代 理 小
お

 田
だ

 敏
とし

 雄
お

 
周南市都市計画審議会委員 

周南市コミュニティ推進協議会会長 

委 員 山
やま

 本
もと

 敏
とし

 文
ふみ

 
周南市都市計画審議会委員 

社団法人山口県建築士会徳山支部 

委 員 廣
ひろ

 澤
さわ

 和
かず

 己
み

 周南市都市計画審議会委員（公募） 

委 員 池
いけ

 田
だ

 憲
けん

 二
じ

 
周南市都市計画審議会委員 

国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所長 

委 員 松
まつ

 塚
つか

 栄
えい

 次
じ

 
周南市都市計画審議会委員 

山口県周南土木建築事務所長 

委 員 河
かわ

 田
だ

 正
まさ

 樹
き

 
周南市都市計画審議会専門委員 

徳山大学経済学部教授 

委 員 藤
ふじ

 田
た

 俊
とし

 雄
お

 
周南市都市計画審議会専門委員 

徳山商工会議所交通運輸部会長 

委 員 三
み

 浦
うら

 克
かつ

 己
み

 
周南市都市計画審議会専門委員 

新南陽商工会議所運輸・交通部会長 

（敬称略） 

平成２５年３月３１日現在 

周南市都市計画審議会（１８名） 

都市計画道路見直し特別委員会（９名） 

（委員長：徳山工業高等専門学校 目山直樹准教授） 

都市計画審議会・特別委員会事務局 

（周南市都市整備部都市計画課） 



 

 

（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

    平成１８年３月に山口県が策定した「都市計画道路の見直し基本方針」に基づき、

長期未着手の幹線街路を対象として、将来交通量予測等の調査や、必要性の検証、

見直し方向性の検討を行い、都市計画道路の見直し方針の素案を取りまとめるもの

である。 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

１ 現況把握、課題の整理等 

 ・都市計画道路の現況把握、課題の整理 

 ・道路網の課題把握、将来像の整理 

２ 都市計画道路見直し方針の検討 

2-5 見直し道路網の設定及び検証 
→見直し方向性に基づき見直し道路網を設定し、道
路網として適切に機能するか等を検証 

2-4 見直し方向性の検討 
→必要性の検証結果から、見直し検討対象路線（区
間）を、「存続検討路線（区間）」、「廃止検討路線
（区間）」に整理 

2-3 路線の必要性の評価検証 
→検証項目により必要性の検証評価を実施 

2-2 評価検証項目及び基準の設定 
→４つの検証項目を設定 

2-1 見直し検討対象路線の選定 
→長期未着手路線（区間）である 17路線 36区間を
対象路線に選定 

2-6 見直し方針（素案）取りまとめ 

2-7 将来交通量推計 
 ①「既定計画」、 
 ②「見直し道路網」 
 の２ケースを実施 

① 

② 



 

 

 ３ 調査圏域図 

 

  周南市市域の都市計画区域内（周南都市計画区域、周南東都市計画区域） 

   都市計画区域面積 ：25,067ha  

   都市計画区域内人口：136,135人 （平成 24年 3月 31日現在） 

 

  【参考】周南市域 面積 656.92k㎡ 人口 150,187人（平成 24年 3月 31日現在） 

 

 

   調査対象区域：        周南都市計画区域、         周南東都市計画区域 



 

 

（様式－３ｂ 調査成果） 

４ 調査成果 

 １．現況把握、課題の整理等 

  １）都市計画道路の状況 

    本市の都市計画道路の概況は、以下のとおりである。 

   

    ・本市の都市計画道路（幹線街路）は、52路線、延長約 113kmが計画決定さ

れており、整備率は約 73%であり、比較的順調に整備が進められてきた。 

    ・また、本市の都市計画道路の整備は、土地区画整理事業によるものが多い

ことが特徴で、計画的な市街地形成と都市計画道路の整備をあわせて行っ

てきた。 

    ・しかし、未着手の区間を有する路線は 25路線（約 23km）あり、その４分

の３にあたる 17路線（約 17km）は、計画決定から 30年以上を経過してい

る、いわゆる「長期未着手」の状況となっている。 

    ・都市計画道路の整備実績は、過去 30年間で約 22km、最近 10年間では約３

kmであり、今後の財政状況等を考慮すると、未着手の都市計画道路の整備

には長期間を要すると考えらえる。 

 

 

 

  

 

 

    また、個別の路線の状況把握も進め、見直し検討対象となる未着手の区間を有す

る路線については、山口県の「都市計画道路見直し基本方針」に示されている整理

項目を網羅した「未着手区間を有する路線の概要整理票」を作成し、見直し検討の

ための基礎資料とした。 

 

【未着手区間を有する路線の概要整理票の例】 



 

 

  ２）道路網の課題把握、将来像の整理 

    都市計画道路の現況把握や道路交通センサス等の調査結果から、周南市における

道路網の課題を整理した。 

    また、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「周南市都市計画マスター

プラン」等の上位計画等から、将来の都市づくりの方向性等をふまえた道路網のあ

り方を整理し、都市計画道路見直しの方向性の検討や、必要性の検証項目設定の根

拠とした。 

 

 

 



 

 

２．都市計画道路見直し方針の検討 

   見直し方針の検討は、以下のフローに従って実施した。 



 

 

  １）見直し検討対象路線の選定 

    見直し検証対象路線については、山口県の「都市計画道路見直し基本方針」

に基づき２つの選定基準を定め、これに該当する 17路線 36区間を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【見直し検討対象路線（区間）の選定フロー】 

【選定基準①】 

 ◆未着手の区間を有する路線で、現在の位置・区域に計画決定（変更）さ

れてから 30年以上を経過している路線（区間） 

 →該当する路線（区間）：17路線 36区間 延長約 17km 

【選定基準②】 

◆長期未着手の路線（区間）以外で、最終の都市計画決定（変更）から、

事業実施の大きな弊害となるような大きな周辺環境の変化や課題を有す

る路線（区間） 

 →該当する路線（区間）：なし 

選定基準① 

選定基準② 

17路線 36区間 

該当なし 

長期未着手区間 

17路線 36区間 延長約 17km 



 

 

 
◆都市計画道路（幹線街路）見直し検討対象路線一覧

見直し検討対象

幅員 車線数 延長 当初 最終 整備済 事業中 未着手 整備率 長期未着手

(m) (車線) (m) 決定 変更 (m) (m) (m) (%) 区間延長(m)

① 3･2･301 中央通線 36 6 7,260 S21.10.28 H16.2.27 5,950 720 590 82.0% 590

② 3･3･302 徳山停車場線 36 4 1,670 S21.10.28 H22.12.10 1,300 0 370 77.8% 370

③ 3･3･305 北山合田町線 25 4 1,430 S21.10.28 S37.8.14 1,180 0 250 82.5% 250

④ 3･4･310 大迫田代々木線 16 2 2,940 S21.10.28 S38.12.21 1,680 0 1,260 57.1% 1,260

⑤ 3･4･311 慶万浦山線 16 2 4,070 S37.8.14 S41.3.9 290 0 3,780 7.1% 3,780

⑥ 3･4･312 北山西松原線 16 2 870 S21.10.28 S41.3.9 720 0 150 82.8% 150

⑦ 3･4･315 櫛浜馬屋線 16 2 1,620 S38.12.21 S61.4.1 1,000 0 620 61.7% 620

⑧ 3･5･317 粭島線 12 2 6,510 S47.8.11 S51.9.28 5,990 0 520 92.0% 520

⑨ 3･5･319 泉原合田藪線 15 2 1,940 S21.10.28 S57.6.1 1,630 0 310 84.0% 310

⑩ 3･4･402 中央通り線 18 4 6,150 S38.3.12 H16.2.27 1,120 945 4,085 18.2% 3,485

⑪ 3･4･404 川崎平野線 16 2 3,100 S38.3.12 H1.8.11 1,630 280 1,190 52.6% 1,190

⑫ 3･4･407 寿西町線 16 2 820 S44.4.25 S48.12.14 0 0 820 0.0% 820

⑬ 3･4･408 中開作線 16 2 1,030 S48.12.14 ― 170 580 280 16.5% 280

⑭ 3･4･410 宮の前線 20 2 2,910 S38.3.12 S46.7.27 1,330 1,000 580 45.7% 580

⑮ 3･5･411 環状線 12 2 2,500 S38.3.12 H11.12.21 1,400 0 1,100 56.0% 1,100

⑯ 3･5･414 上迫線 12 2 710 S48.12.14 ― 0 0 710 0.0% 710

⑰ 3･5･415 駅北２号線 9 2 1,850 S49.11.1 ― 340 560 950 18.4% 950

16,965

※最終変更には、名称変更や車線数の決定等の経緯な変更を含まない。
※整備状況は、平成24年3月31日現在である。
※整備率(%)＝整備済延長(m)÷計画延長(m)×100
※長期未着手区間延長は、未着手延長の内数である。

整備状況

番号 路線番号 路線名

計　画

17路線(36区間)合　計

 
 

 
【見直し検討対象路線】 



 

 

  ２）検証項目及び基準の設定 

  ３）必要性の検証・評価 

    ４つの検証項目を設定し、その検証結果を総合的に評価し、見直し検討対象

路線（区間）の必要性を検証した。 

    特に、必要性の判断の重要な要素となる検証項目②「路線（区間）の有する

機能」については、「交通機能」、「空間機能」及び「市街地形成機能」といっ

た都市計画道路の有する機能について評価基準を設定し、路線の有する機能の

評価を行った。 

 

  ４）見直しの方向性の検討 

    ３）で行った必要性の検証結果をもとに、見直し検討対象路線（区間）を、

「存続検討対象路線（区間）」、「廃止検討対象路線（区間）」に区分した。 

    また、存続検討路線（区間）については、機能確保や課題の解消に向けて必

要と考えられる変更の方向性についても検討した。 

 

  ５）見直し道路網の設定及び検証 

    見直しの方向性（「存続検討」、「廃止検討」）を踏まえた見直し都市計画道路

網を設定し、①将来交通量推計、②ネットワーク連続性、③道路網密度の面か

ら、見直しによる道路網への影響を検証するとともに、見直し道路網の妥当性

の確認を行った。 

 

  ６）見直し方針（素案）のとりまとめ 

    これまでの調査検討結果を整理し、都市計画道路見直し方針（素案）として

取りまとめた。 

 

  ７）将来交通量推計 

    既定計画及び見直し道路網の２ケースについて、四段階推定法により将来交

通量推計を実施し、見直し検討対象路線（区間）の自動車交通処理上の必要性

の検証・評価や、見直し道路網の妥当性の検証に用いた。 

    なお、推計の精度向上を図るため、本市内における細分 OD表の作成や、都

市計画道路と同等の機能を有する幹線市道等を道路ネットワークに組み入れ

る等の措置を講じている。 

 

 ３．その他 

   本調査は、本市の都市計画審議会に設置した「都市計画道路見直し特別委員会」

を４回開催し、ご審議をいただきながら進めてきた。 

   今後も、本調査結果をもとに、引き続き特別委員会でご審議いただくとともに、

住民説明やパブリックコメント等の手続きを行い、本市の都市計画道路の見直し

方針を策定することとしている。 


